
農福連携ビジネスプランコンテストおよび伴走支援業務 仕様書 

 

１ 概 要 

農福連携ビジネスプランコンテストの開催のほか、プランが選定された事業者に対し

てチームによる伴走支援を実施するにあたり必要な業務一式を委託する。 

 

２ 目 的 

この事業は「農福連携ビジネスプランコンテストおよび伴走支援」を実施することによ

り、『かっこいい・稼げる・感動する』農福連携にチャレンジし、地域共生を目指す農福

連携事業者を応援することを目的とする。 

 

３ 業務内容 

農福連携ビジネスプランコンテストの開催のほか、プランが選定された事業者に対し

てチームによる伴走支援を行う。 

（１）農福連携ビジネスプランコンテストの周知・広報 

   ・事業に関しての説明会を１回以上含むこと。（集合型・オンライン型問わない） 

    ※これまでにない取り組みとなるので、参加対象者に対して意図が明確に伝わる

よう工夫すること（参加対象者は農福連携を現に取り組んでいる農業者ないし、

福祉事業者） 

 

（２）コンテスト参加者の募集 

   ・農福連携ビジネスコンテストの参加者を募集し、申請された内容を精査すること。 

   ・参加者募集にかかる参加者への連絡等を行うこと。 

 

（３）ビジネスプランコンテストの開催 

   ※開催方法は任意（集合型、オンライン型問わない） 

※申請者のみならず県内の農業事業者や福祉事業者にとっても有益な情報を提 

供できるものとなるよう工夫すること 

   

（４）伴走支援の実施 

   ※選定者に対する伴走支援の期間は令和７年３月３１日までとすること。 

   ※伴走支援の実施にあたっては、提案されたプランを実行していくためのコンサル

テーションのほか、伴走支援終了後（令和７年度以降）も安定して経営することが

できるよう事業者の経営力を強化する視点も含んだ内容となるよう工夫すること。 

 

 

 

 

  



４ 事業スケジュール 

  事業スケジュールは以下の下表のとおり 

表１事業スケジュール 

 

 

５ 活動および実績報告 

（１）実績報告 

委託事業が終了したときは、契約期間終了日までに実績報告書（活動内容および写真等）  

を障がい福祉課あてに１部提出すること。 

 

６ その他（全体事項） 

・上記に掲載されていないことなどについては、障がい福祉課と協議の上進めること。 

・受託者は、業務全般を監督する責任者を設ける。当該責任者は、委託者の事業担当者と必

要に応じ打合せを行い、業務内容を理解し、効率的に業務が遂行できるよう提案を行い、

実施するものとする。 

・業務の実施に当たって、トラブル等が生じた場合は、受託者は速やかに委託者に連絡する

とともに、委託者と連携してその処理にあたるものとする。 

・その他、契約書、仕様書に記載されていない事項であっても、軽微な事項に限り、現場の

状況に応じ、管理上または運営上特に必要な業務については、協議の上、委託金額の範囲

内で作業内容を変更できるものとする。 
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令和６年末までに事業開始できるように準備

（イベント実行等の企画運営ベースのものは実施）


